
※申請は使用する中３日前（閉庁日除く）までにお願いいたします。

測量標等使用承認申請（電子申請）の流れ
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提出日 1日 2日 3日 承認日



電子申請にいずれかの方法でログインします。
・google
・LINE
・Graffer（グラファー）アカウント（推奨）

※下部より新規作成可能

22

新規Grafferアカウント作成には下記が必要
①氏名
②メールアドレス
③パスワード（任意）

アカウントにあるメールアドレスに通知をするので、
連絡の取れるメールアドレスを使用してください。

（Grafferアカウントに登録すると、申請書の一時保存
や申請履歴の確認、申請情報の再利用ができます。）

①



利用規約に同意チェックを入れて申請に進みます
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②



(法人の場合)

(個人の場合)

申請者の情報を入力します

・氏名
・住所
・電話番号

・法人名
・所在地
・法人代表者名
・電話番号
・連絡担当者名
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③



使用する測量標等について入力します

・使用期間（使用終了日を入力）

・使用方法（地図製図測量 or 工事測量 or その他）

・使用する測量標の番号、区名
（３区まで入力可能）

・（測量標が記載しきれない場合はPDF添付）

・使用目的
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※1ファイルのみ添付可能（５MB未満）

④



（申請者が測量作業者の場合、選択肢より省略可）

・法人名

・所在地

・代表者氏名

・電話番号

測量作業者について入力します
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⑤



（申請者が発注者である場合、選択肢より省略可）

・法人名

・所在地

・代表者氏名

・電話番号

測量の計画・発注者について入力します
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⑥



8

「この内容で申請する」をクリックします。
後に、登録したメールアドレスへ受付完了メールが届きます。

⑦ 最後に入力内容を確認します。（この画面で修正できます）

⑧



申請後のメール（オンライン申請後、自動通知）
申請後の申請情報画面（メール添付URL先）

タブを変更して申請内容
を確認できる

ステータスが随時反映される
未処理
処理中
差し戻し
取り下げ
完了
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●申請後に届くメールのURLより申請内容や進捗状況の確認ができます。



訂正箇所に「訂正」マークが付く

訂正後の申請情報画面（メール添付URL先）

訂正後のメール（訂正後に自動通知）

●修正や確認事項がある場合は、メールまたはお電話にて内容を相互確認し、
管理者がシステムより申請内容の訂正をします。
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完了後の申請情報画面（メール添付URL先）

ステータスが「完了」になり、
職員が入力したメッセージが
表示される。

完了後のメール（完了時に通知）
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⑨ 完了メールが届きましたら、受取窓⼝（⻄庁舎６階 測量調査課）にて「測量標等使用承
認書」の受取をお願いいたします。
（本人確認のため、メール記載の申請番号の初め4桁を窓⼝でお伝えください）



差し戻し（メール添付URL先）（取り下げも同様）

ステータスが「差し戻し」にな
り、職員が入力したメッセージ
（理由など）が表示される。

差し戻し後のメール
※この場合、再度新規申請となる
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●差し戻しや取り下げとなった場合、必要に応じて再申請をお願いします。
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ログイン後、右上アカウント名をク
リックして「申請一覧」を選択する
と、過去の申請一覧が表示される

過去の申請から新規作成が可能
（申請者名など、入力内容が同じ
箇所は省力化できる）

●次回、同様の申請をする場合は今回の申請を再利用できます


